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自筆証書遺言書保管制度の利用をお考えの方へ

はじめに，こちらをご覧ください！

公正証書遺言

遺言とは？

自筆証書遺言

☄ 信頼性の高い方式 ☄
☄法律専門家である公証人が２人以上の証人
の立会いのもと厳格な方式に従い作成します。

☄遺言の内容について公証人の助言を受ける
ことができます。

☄作成には財産の価額に応じた手数料が必要です。

☄公証人がその原本を厳重に保管します。

☄家庭裁判所での検認手続が不要です。

奈良地方法務局

公正証書遺言 自筆証書遺言

詳しい内容は，次ページへ

公正証書遺言に関する相談は，
お近くの公証役場へお問合せください。

どちらの方式の遺言にするか，
それぞれの特徴を踏まえて ご判断ください。

自筆証書遺言書保管制度を利用すると…
☄法務局に自筆証書遺言書の保管を申請することができます。

☄法務局で保管された自筆証書遺言書は，家庭裁判所での検認手続が不要です。

法務局では，
遺言の内容についてのご質問･ご相談は，お受けできません。

☄ 手軽かつ自由度の高い方式 ☄
☄１５歳以上で，ご自身で書くことができれば，
いつでも自らの意思により作成できます。

☄法令上の要件を満たしていなかったり，
内容に誤りがあると無効になります。

☄ご自身で作成するため手数料はかかりません。

☄遺言者が自分でその原本を管理する
必要があります。

☄遺言者本人の死亡後，家庭裁判所での
検認手続が必要です。

この２点が

！

自分が死亡したときに相続人等に対して，財産をどのように分配するか等に
ついて自己の最終意思を明らかにするものです。
これにより相続をめぐる争いを事前に防止することができます。
遺言の方式は主に， と があります。

遺言書ほかんガルー

※これまでどおりご自身で遺言書を保管することもできます。
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①紛失・亡失を防ぎます。
②遺言者の死亡後，遺言書が
発見されない事態を防ぎます。
③他人に遺言書を見られるこ
とがありません。
④他人に破棄・改ざんや隠匿
されることを防ぎます。
⑤相続人や受遺者等の手続が
楽になります。
⇒“終活”のひとつとして…

遺言者のメリット

自筆証書遺言書を作成した本人が法務局（本局･支局等）に遺言書の保管を申請す
ることができる制度です。保管制度を利用すると遺言者だけでなく相続人や受遺者
等にもメリットがあります。

自筆証書遺言書保管制度
制度の概要

生前

予約・申請

遺言者本人が遺言書を作成し，
管轄の法務局（遺言書保管所）に
申請の予約をした上で，直接本人
が出向きます。

法務局
（遺言書保管所）

遺言者

相続人等

他の相続人等

死亡後

相続人等

遺言書
情報証明書

③
通

知

①本人確認
②遺言書の方式の適合
性
(署名,押印,日付の有無
等)を外形的に確認等

遺言者
法務局の事務官
（遺言書保管官）

※本人以外は申請できません。

遺言者の死亡後，家庭裁判所での検認手続は不要
のため，速やかに相続手続ができます。
※受遺者…遺言によって遺言者の財産を譲り受ける相続人以外の者

相続人・受遺者等のメリット

②
閲
覧
・
交
付

①
請
求
（
交
付
・
閲
覧
）

相続開始後，法務局では相続人等に遺言書の内容が伝わるよう，証明書の交付や遺言書の閲覧等に対応
します。詳しい手続は法務省ホームページをご覧ください。



保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。！

手続

自筆証書遺言書の保管の申請

自筆証書遺言書の保管の申請先

遺言者の 住所地 か本籍地 か所有する不動産の所在地 の

※遺言書保管の申請をする際は，予約が必要となります。

①--------------- ②--------------- ③-------------------------------------------------------

・手続には必ず遺言者本人が法務局にお越しください。
・自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行います。
・遺言の内容についての相談はお受けできません。

・遺言者は預けた遺言書の閲覧や保管の申請の撤回をすることが
できます。
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自筆証書遺言書の保管の申請に必要なもの

・自筆証書遺言書 （用紙の大きさはＡ４版，片面で，とじたり封のされていないもの）

・申請書（法務省指定の様式）

・添付書類（本籍の記載のある住民票の写しなど（作成後３か月以内）

・本人確認書類（マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書）

・手数料（１件につき３，９００円（収入印紙で納付））

※遺言書は，保管の申請の撤回
をしない限り返還されません。

※ただし，既に遺言書を預けている場合には，
その遺言書保管所が申請先となります。

いずれかを管轄する遺言書保管所（次ページの管轄一覧表をご確認ください。）

〈予約方法〉
１ 法務局手続案内予約サービス専用HPにおける予約（２４時間３６５日可）
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t

２ 法務局（遺言書保管所）の窓口・電話による予約
受付時間：平日8:30～17:15まで（土・日・祝日・年末年始は除く）
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奈良地方法務局管内遺言書保管所管轄一覧


